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　契約書を作成する契約については、元請負人に対し、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出を求めなければならないが、誓約書を徴していないものがあった。

契約名称：大阪モノレール連絡通路管理業務委託
　１　契約期間：令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
　２　契約金額：1,552,100円

契約名称：門真市駅連絡通路管理委託
　１　契約期間：令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
　２　契約金額：2,281,488円


	
　検出事項について原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。
【大阪府暴力団排除条例】
（公共工事等からの暴力団の排除に関する措置）
第11条
２　知事は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。

【大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則】
(誓約書の提出等)
第８条　知事は、元請負人(経常建設共同企業体又は特定建設共同企業体にあっては、その構成員)に対し、条例第11条第２項の誓約書(様式第１号。以下「誓約書」という。)を、公共工事等に係る契約を締結する前に提出するよう求めるものとする。ただし、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第65条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。



	措置の内容

	
本件検出事項の原因は、契約書を作成する契約締結の際、元請負人等へ誓約書の徴取を求める必要があるということについての担当者の認識不足及び承認者の確認不足にある。
再発防止のため、監査結果を所内職員へ周知し、大阪府暴力団排除条例に係る契約事務のルールについて注意喚起を行った。
今後は契約事務のルールに基づき、適正な事務処理を行う。



監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年11月22日及び同年12月５日）

